
 

関市過疎地域持続的発展計画の変更 

 

 関市過疎地域持続的発展計画（令和３年９月２９日関市議会議決）の一部を次の表のように変更する。 

下線部分変更案 

項目等 変更後 変更前 

表紙 （令和 8年度～令和 12年度） （令和３年度～令和７年度） 

１ 基本的な 

事項 

（１）市の概 

 況 

１段落目 

 

平成 17 年 2 月 7 日、関市は、旧武儀郡の 5 町村（洞戸村、板

取村、武芸川町、武儀町及び上之保村）と市町村合併をした。本

市は、岐阜県のほぼ中央部に位置し、西は岐阜市、山県市、本巣

市、南は各務原市、東は美濃加茂市、加茂郡、北は美濃市、郡上

市、下呂市、福井県に接し、Ｖ字型の地形となっている。東西延

長は約 39㎞、南北延長は約 43㎞、面積は 472.33ｋ㎡であり、そ

のうち 80.9％が森林となっている。 

平成 17 年 2 月 7 日、関市は、旧武儀郡の 5 町村（洞戸村、板

取村、武芸川町、武儀町及び上之保村）と市町村合併をした。本

市は、岐阜県のほぼ中央部に位置し、西は岐阜市、山県市、本巣

市、南は各務原市、東は美濃加茂市、加茂郡、北は美濃市、郡上

市、下呂市、福井県に接し、Ｖ字型の地形となっている。東西延

長は約 39㎞、南北延長は約 43㎞、面積は 472.33ｋ㎡であり、そ

のうち 81.0％が森林となっている。 

【洞戸地域】 

ア 地域の自 

然的、歴史 

的、社会的、 

経済的諸条 

件の概要 

２段落目 

地勢は、中濃地方随一の高峰 高賀山（標高 1,224m）を主峰に、

概ね 300m～900m の山稜に囲まれ、地域の総面積 40.04ｋ㎡のうち

35.33ｋ㎡(総面積に占める割合 88.2％) を森林が占めている。ま

た、経営農地は 0.47ｋ㎡で総面積の 1.2％を占めており、小規模

農家が点在する状況にある。地域の中央部には、板取川が屈曲し

ながら北から南へ貫流し、緑豊かな環境が保全されている。 

地勢は、中濃地方随一の高峰 高賀山（標高 1,224m）を主峰に、

概ね 300m～900m の山稜に囲まれ、地域の総面積 40.04ｋ㎡のうち

35.37ｋ㎡(総面積に占める割合 88.3％)を森林が占めている。ま

た、経営農地は 0.47ｋ㎡で総面積の 1.2％を占めており、小規模

農家が点在する状況にある。地域の中央部には、板取川が屈曲し

ながら北から南へ貫流し、緑豊かな環境が保全されている。 

イ 地域にお 

ける過疎の 

状況 

本地域の人口（国勢調査人口）は、昭和 25 年の 4,553 人をピ

ークに減少の一途をたどり、昭和 45 年には 2,880 人となり、昭

和 25年から昭和 45年までの 20 年間で人口が 36.7％減少したた 

本地域の人口（国勢調査人口）は、昭和 25 年の 4,553 人をピ

ークに減少の一途をたどり、昭和 45 年には 2,880 人となり、昭

和 25年から昭和 45年までの 20 年間で人口が 36.7％減少したた 



 

１段落目 

 

め、過疎地域の指定を受けることとなった。昭和 50 年代後半か

ら昭和 60 年にかけて減少率が一時的に鈍化したが、平成 2 年は

2,555 人、市町村合併の平成 17 年は 2,213 人、令和 2年は 1,783

人と人口減少は年々拡大している。市町村合併後 15 年間の人口

減少率は 19.4%となっている。 

め、過疎地域の指定を受けることとなった。昭和 50 年代後半か

ら昭和 60 年にかけて減少率が一時的に鈍化したが、平成 2 年は

2,555 人、市町村合併の平成 17年は 2,213 人、平成 27 年は 1,930

人と人口減少は年々拡大している。市町村合併後 10 年間の人口

減少率は 12.8%となっている。 

ウ 地域の社 

 会経済的発 

展の方向 

１段落目 

東海環状自動車道が、東海北陸自動車道と接続し、関広見ＩＣ

を経由して養老ＩＣまで開通したことにより、地域へのアクセス

が向上したことから、新たな企業の進出が期待される。 

 

東海環状自動車道が、東海北陸自動車道と接続し、関広見ＩＣ

を経由して山県ＩＣまで開通したことにより、地域へのアクセス

が向上したことから、新たな企業の進出が期待される。 

【板取地域】 

ア 地域の自 

然的、歴史 

的、社会的、 

経済的諸条 

件の概要 

２段落目 

地勢は、1,000m 級の急峻な山岳が連なって、地域の総面積

187.14ｋ㎡のうち山林が 179.15ｋ㎡で、総面積の 95.7％を森林

面積が占め、本地域の中心を流れる板取川に沿って集落が点在し

ている。また、平坦地が極めて少ない地形であり、経営耕地面積

は 0.06ｋ㎡で、当該地域の総面積に占める経営耕地面積の割合は

0.1％しかない。本地域は、美しい板取川と雄大な自然を有し、

キャンプ、釣りなどのアウトドアレジャーが盛んであり、観光を

中心産業とする地域である。 

地勢は、1,000m 級の急峻な山岳が連なって、地域の総面積

187.14ｋ㎡のうち山林が 179.20ｋ㎡で、総面積の 95.8％を森林

面積が占め、本地域の中心を流れる板取川に沿って集落が点在し

ている。また、平坦地が極めて少ない地形であり、経営耕地面積

は 0.23ｋ㎡で、当該地域の総面積に占める経営耕地面積の割合は

0.1％しかない。本地域は、美しい板取川と雄大な自然を有し、

キャンプ、釣りなどのアウトドアレジャーが盛んであり、観光を

中心産業とする地域である。 

イ 地域にお 

ける過疎の 

状況 

１段落目 

 

 

本地域は、昭和 30 年代後半から、過疎化現象が現れ、石油エ

ネルギーの普及により、本地域の主産業であった製炭業が斜陽化

し、地域の産業形態が大きく変化した。都市部への人口流出に加

えて、高校進学や就職も含めて、そのほとんどが村内にとどまら

ず、さらには出生率の低下が過疎化に拍車をかけた。昭和 35 年

の人口は 3,514 人であったが、市町村合併の平成 17 年は 1,535

本地域は、昭和 30 年代後半から、過疎化現象が現れ、石油エ

ネルギーの普及により、本地域の主産業であった製炭業が斜陽化

し、地域の産業形態が大きく変化した。都市部への人口流出に加

えて、高校進学や就職も含めて、そのほとんどが村内にとどまら

ず、さらには出生率の低下が過疎化に拍車をかけた。昭和 35 年

の人口は 3,514 人であったが、市町村合併の平成 17 年は 1,535



 

 人となり、昭和 35 年から平成 17 年までの 45 年間の人口減少率

は 56.3％となった。また、令和 2年は 916 人となり、市町村合併

後 15年間の人口減少率は 40.3％にのぼる。 

人となり、昭和 35 年から平成 17 年までの 45 年間の人口減少率

は 56.3％となった。また、平成 27 年は 1,116 人となり、市町村

合併後 10年間の人口減少率は 27.3％にのぼる。 

【武儀地域】 

ア 地域の自 

然的、歴史 

的、社会的、 

経済的諸条 

件の概要 

２段落目 

地勢は、飛騨山脈に連なる山岳地帯と美濃平野との接点にあた

り、標高 450m 前後の山々に囲まれ、地域の総面積 65.20ｋ㎡のう

ち森林は 61.21ｋ㎡で、当該地域の総面積に占める森林面積の割

合は93.9％である。経営耕地面積は0.63ｋ㎡あり、総面積の1.0％

を占めている。 

 

 

地勢は、飛騨山脈に連なる山岳地帯と美濃平野との接点にあた

り、標高 450m 前後の山々に囲まれ、地域の総面積 65.20ｋ㎡のう

ち森林は 58.55ｋ㎡で、当該地域の総面積に占める森林面積の割

合は89.8％である。経営耕地面積は1.17ｋ㎡あり、総面積の1.8％

を占めている。 

イ 地域にお 

ける過疎の 

状況 

１段落目 

 

 

昭和 30 年代以降、若年層の流出による人口の減少により、過

疎化が深刻な問題となってきた。本地域の人口は、昭和 35 年に

6,010 人であったが、平成 17 年には 3,898 人となり、昭和 35 年

から平成 17 年までの 45年間の人口減少率は 35.1％となった。ま

た、令和 2 年には 2,840 人となり、市町村合併後 15 年間の人口

減少率は 27.1％となっている。 

昭和 30 年代以降、若年層の流出による人口の減少により、過

疎化が深刻な問題となってきた。本地域の人口は、昭和 35 年に

6,010 人であったが、平成 17 年には 3,898 人となり、昭和 35 年

から平成 17 年までの 45年間の人口減少率は 35.1％となった。ま

た、平成 27 年には 3,281 人となり、市町村合併後 10 年間の人口

減少率は 15.8％となっている。 

【上之保地域】 

ア 地域の自 

然的、歴史 

的、社会的、 

経済的諸条 

件の概要 

２段落目 

地勢は、越美連山の南に接し、総面積 49.27ｋ㎡のうち森林面

積が 45.12ｋ㎡であり、当該地域の総面積に占める森林面積の割

合は 91.6％である。経営耕地面積は 0.3ｋ㎡で総面積の 0.6％を

占めている。 

 

 

 

地勢は、越美連山の南に接し、総面積 49.27ｋ㎡のうち森林面

積が 45.15ｋ㎡であり、当該地域の総面積に占める森林面積の割

合は 91.6％である。経営耕地面積は 0.66ｋ㎡で総面積の 1.3％を

占めている。 



 

イ 地域にお 

ける過疎の 

状況 

２段落目 

昭和 35 年の人口は 4,303 人であったが、平成 17 年には 2,234

人となり、昭和 35 年から平成 17 年までの 45 年間の人口減少率

は 48.1％となった。また、令和 2年には 1,351 人に減少し、市町

村合併後 15 年間の人口減少率は 39.5％となった。 

昭和 35 年の人口は 4,303 人であったが、平成 17 年には 2,234

人となり、昭和 35 年から平成 17 年までの 45 年間の人口減少率

は 48.1％となった。また、平成 27 年には 1,605 人に減少し、市

町村合併後 10年間の人口減少率は 28.2％となった。 

参考 関市過 

疎地域の人 

口及び人口 

増減率の推 

 移 

図表 

 

  

１段落目 

 

 

市町村合併後 15 年間の人口増減率は、関市全域では 7.9%の減

少である一方、過疎地域のみでは 30.3%の減少となっており、市

街地と比較すると人口減少が著しく進んでいる状況である。 

市町村合併後 10 年間の人口増減率は、関市全域では 3.7%の減

少である一方、過疎地域のみでは 19.7%の減少となっており、市

街地と比較すると人口減少が著しく進んでいる状況である。 

参考 関市過 

疎地域の森 

林面積及び 

経営耕地面 

 積 

図表 

 

 

  



 

１段落目 

 

 

関市の森林面積は 38,213ha、そのうち過疎地域の森林面積は

32,081ha となっており、本市の森林面積の 84.0%を占めている。

また、経営耕地については、関市全域での経営耕地面積の割合が

3.1%に対し、過疎地域では 0.4%にすぎず、過疎地域の経営耕地は

市街地と比較すると狭小である。 

関市の森林面積は 38,259ha、そのうち過疎地域の森林面積は

31,824ha となっており、本市の森林面積の 83.2%を占めている。

また、経営耕地については、関市全域での経営耕地面積の割合が

3.2%に対し、過疎地域では 0.7%にすぎず、過疎地域の経営耕地は

市街地と比較すると狭小である。 

（２）人口及 

 び産業の推 

 移と動向 

【洞戸地域】 

１段落目 

 

本地域の人口は、昭和 25 年の 4,553 人（国勢調査人口）をピ

ークに、減少の一途をたどっている。昭和 35 年には 3,603 人で

あった人口は、平成 17 年に 2,213 人となり、平成 27 年には 1,930

人、令和 2年には 1,783 人となった。また、昭和 35 年から令和 2

年までの 60 年間における減少率は 50.5％になり、人口減少が続

いている。 

本地域の人口は、昭和 25 年の 4,553 人（国勢調査人口）をピ

ークに、減少の一途をたどっている。昭和 35 年には 3,603 人で

あった人口は、平成 17年に 2,213 人となり、平成 27 年には 1,930

人となった。また、昭和 35 年から平成 27 年までの 55 年間にお

ける減少率は 46.4％になり、人口減少が続いている。 

２段落目 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢構成別人口のうち幼年人口は、昭和 35 年に 1,306 人あっ

たが、平成 17年には 258 人、平成 27 年には 207 人、令和 2年に

は 168 人となり、昭和 35年から令和 2年までの 60年間における

幼年人口減少率は 87.1％にものぼり、大幅に減少している。一方、

高齢者人口は、昭和 35 年には 414 人であったが、平成 17年に 684

人、平成 27 年に 802 人、令和 2 年に 811 人となり、高齢者数は

年々増加するとともに、当該地域の総人口に占める高齢者人口の

割合は増加し、昭和 35 年の 11.5％から令和 2年には 45.5％に増

加している。 

年齢構成別人口のうち幼年人口は、昭和 35 年に 1,306 人あっ

たが、平成 17 年には 258 人、平成 27年には 207 人となり、昭和

35 年から平成 27 年までの 55 年間における幼年人口減少率は

84.2％にものぼり、大幅に減少している。一方、高齢者人口は、

昭和 35 年には 414 人であったが、平成 17 年に 684 人、平成 27

年に 802 人となり、高齢者数は年々増加するとともに、当該地域

の総人口に占める高齢者人口の割合は増加し、昭和35年の11.5％

から平成 27 年には 41.6％に増加している。 

３段落目 

 

 

産業別人口は、昭和 35 年に第 1 次産業就業人口比率が 65.9％

であったものが、年々減少の一途をたどり、令和 2 年には 2.7％

の就業比率を残すのみとなった。また、第 2次産業就業人口比率 

産業別人口は、昭和 35 年に第 1 次産業就業人口比率が 65.9％

であったものが、年々減少の一途をたどり、平成 27 年には 3.5％

の就業比率を残すのみとなった。また、第 2次産業就業人口比率 



 

 

 

 

 

は、昭和 35 年において 15.9％であったが、その後増加し、平成

2年の 56.4％をピークに再び減少している。現在では、第 3次産

業就業人口比率が一番高く、令和 2年には 55.9％を占めるよう

になった。 

は、昭和 35 年において 15.9％であったが、その後増加し、平成

2年の 56.4％をピークに再び減少している。現在では、第 3次産

業就業人口比率が一番多高く、平成 27 年には 53.8％を占めるよ

うになった。 

表１－１ 

（１）人口の 

推移（国勢 

調査） 

図表 

 

 

 

 

  

（２）人口の 

推移（住民 

基本台帳） 

図表 

 

 

 

 

 

 

  



 

（３）産業別 

人口の動向 

図表 

 

 

 

  

【板取地域】 

１段落目 

 

 

 

 

本地域の人口は、昭和 15 年の 4,556 人（国勢調査人口）をピ

ークに減少の一途をたどっている。昭和 35 年には 3,514 人であ

った人口は、平成 17 年に 1,535 人となり、平成 27 年には 1,116

人、令和 2 年には 916 人となった。また、昭和 35 年から令和 2

年までの 60 年間における減少率は 73.9％にのぼり、本市の過疎

地域のうち人口減少が一番顕著な地域である。 

本地域の人口は、昭和 15 年の 4,556 人（国勢調査人口）をピ

ークに減少の一途をたどっている。昭和 35 年には 3,514 人であ

った人口は、平成 17 年に 1,535 人となり、平成 27 年には,1,116

人となった。また、昭和 35 年から平成 27 年までの 55 年間にお

ける減少率は 68.2％にのぼり、本市の過疎地域のうち人口減少が

一番顕著な地域である。 

２段落目 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢構成別人口のうち幼年人口は、昭和 35 年に 1,350 人あっ

たが、平成 17 年には 160 人、平成 27 年には 73 人、令和 2 年に

は 46 人となり、昭和 35 年から令和 2 年までの 60 年間における

幼年人口の減少率は 96.6％になり、極度に減少している。一方、

高齢者人口は、昭和 35 年には 386 人であったが、平成 2年に 511

人、平成 17 年に 638 人と増加したが、以後減少しており、平成

27 年には 543 人、令和 2年には 525 人となった。また、人口に占

める老年者の割合は、昭和35年の11.0％から令和2年には57.3％

と大幅に増加している。 

年齢構成別人口のうち幼年人口は、昭和 35 年に 1,350 人あっ

たが、平成 17 年には 160 人、平成 27 年には 73 人となり、昭和

35 年から平成 27 年までの 55 年間における幼年人口の減少率は

94.6％になり、極度に減少している。一方、高齢者人口は、昭和

35 年には 386 人であったが、平成 2年に 511 人、平成 17年に 638

人と増加したが、以後減少しており、平成 27 年には 543 人とな

った。また、人口に占める老年者の割合は、昭和 35 年の 11.0％

から平成 27 年には 41.6％と大幅に増加している。 

３段落目 

 

産業別人口は、昭和 35 年に第 1 次産業就業人口比率が 71.3％

であり、本地域の広大な山林を活用した林業が基幹産業として地 

産業別人口は、昭和 35 年に第 1 次産業就業人口比率が 71.3％

であり、本地域の広大な山林を活用した林業が基幹産業として地 



 

 域経済を支えてきたが、現在の経済状況下での林業経営の見通し

は厳しく、年々衰退の一途をたどり、平成 17年には 6.4％の就業

比率となったが、平成 27 年では 8.5%と微増し、一時的に底打ち

感がみられたものの、令和 2年には 5.8%と再び減少に転じた。ま

た、第 2 次産業就業人口比率は、昭和 35 年において 12.7％であ

ったが、順調に増加して平成 2年に 61.7％とピークに達したが、

以後、再び減少に転じ、令和 2年には 36.7％まで減少している。

現在の産業構造は、第 3次産業就業人口比率が占める割合が一番

高くなり、令和 2年には 57.5％と観光を主体としたサービス産業 

が中心となった。 

域経済を支えてきたが、現在の経済状況下での林業経営の見通し

は厳しく、年々衰退の一途をたどり、平成 17 年には 6.4％の就業

比率となったが、平成 27 年では 8.5%と微増し、底打ち感がみら

れる。また、第2次産業就業人口比率は、昭和35年において12.7％

であったが、順調に増加して平成 2年に 61.7％とピークに達した

が、以後、再び減少に転じ、平成 27 年には 35.5％まで減少して

いる。現在の産業構造は、第 3次産業就業人口比率が占める割合

が一番高くなり、平成 27 年には 56.0％と観光を主体としたサー

ビス産業が中心となった。 

表１－１ 

（１）人口の 

推移（国勢 

調査） 

図表 

 

 

 

  

（２）人口の 

推移（住民 

基本台帳） 

図表 

  



 

 

 

 

 

  

（３）産業別 

人口の動向 

図表 

 

 

  

【武儀地域】 

１段落目 

 

 

 

本地域の人口は、昭和 30 年の 6,482 人（国勢調査人口）をピ

ークに減少の一途をたどっている。昭和 35 年には 6,010 人であ

った人口は、平成 17年に 3,898 人、平成 27年には 3,281 人、令

和 2 年には 2,840 人となった。また、昭和 35 年から令和 2 年ま

での60年間における減少率は52.7％と人口の減少が続いている。 

本地域の人口は、昭和 30 年の 6,482 人（国勢調査人口）をピ

ークに減少の一途をたどっている。昭和 35 年には 6,010 人であ

った人口は、平成 17 年に 3,898 人、平成 27 年には 3,281 人とな

った。また、昭和 35 年から平成 27 年までの 55 年間における減

少率は 45.4％と人口の減少が続いている。 

２段落目 

 

 

 

 

 

 

年齢構成別人口のうち幼年人口は、昭和 35 年に 2,122 人であ

ったが、平成 17 年には 419 人、平成 27年には 276 人、令和 2年

には 226 人となり、昭和 35 年から令和 2年までの 60 年間におけ

る幼年人口減少率は 89.3％になり、極度に減少している。一方、

高齢者人口は、昭和 35 年に 606 人であったが、平成 17年に 1,311

人、平成 27年に 1,389 人となり、高齢者は年々増加していたが、

令和 2年には 1,365 人と若干の減少に転じた。しかしながら、人 

年齢構成別人口のうち幼年人口は、昭和 35 年に 2,122 人であ

ったが、平成 17年には 419 人、平成 27年には 276 人となり、昭

和 35 年から平成 27 年までの 55 年間における幼年人口減少率は

87.0％になり、極度に減少している。一方、高齢者人口は、昭和

35 年に 606 人であったが、平成 17 年に 1,311 人、平成 27 年に

1,389 人となり、高齢者は年々増加している。また、それととも

に当該地域の総人口に占める高齢者人口の割合も昭和 35 年の 



 

 

 

口減少の影響が大きいため、当該地域の総人口に占める高齢者人

口の割合は昭和 35年の 10.1％から令和 2年には 48.1％と大幅に

増加している。 

10.1％から平成 27年には 42.3％と大幅に増加している。 

表１－１ 

（１）人口の 

推移（国勢 

調査） 

図表 

 

  

（２）人口の 

推移（住民 

基本台帳） 

図表 

 

 

 

 

 

 

  



 

（３）産業別 

人口の動向 

図表 

 

 

 

  

【上之保地域】 

１段落目 

 

 

 

 

本地域では、高度経済成長期に多くの人口が地域内から流出

し、昭和 35 年には 4,303 人であった人口は、平成 17 年に 2,234

人、平成 27 年には 1,605 人、令和 2 年には 1,351 人となった。

また、昭和 35 年から令和 2 年までの 60 年間における減少率は

68.6％にのぼり、板取地域に次いで人口減少が顕著な地域となっ

ている。 

本地域では、高度経済成長期に多くの人口が地域内から流出

し、昭和 35 年には 4,303 人であった人口は、平成 17 年に 2,234

人、平成 27年には 1,605 人となった。また、昭和 35 年から平成

27 年までの 55年間における減少率は 62.7％にのぼり、板取地域

に次いで人口減少が顕著な地域となっている。 

２段落目 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢構成別人口のうち幼年人口は、昭和 35 年に 1,588 人であ

ったが、平成 17 年には 237 人、平成 27年には 104 人、令和 2年

には 90 人となり、昭和 35 年から令和 2 年までの 60 年間におけ

る幼年人口減少率は 94.3％になり、極度に減少している。その一

方で、高齢者人口は、昭和 35 年には 427 人であったが、平成 2

年に 617 人、平成 17 年に 784 人と年々増加してきたが、平成 27

年には 752 人、令和 2年には 704 人となり、減少の局面に入った

とみられる。また、当該地域の総人口に占める高齢者の割合は、

昭和 35年の 9.9％から令和 2年には 52.1％と年々増加している。 

年齢構成別人口のうち幼年人口は、昭和 35 年に 1,588 人であ

ったが、平成 17年には 237 人、平成 27年には 104 人となり、昭

和 35 年から平成 27 年までの 55 年間における幼年人口減少率は

93.5％になり、極度に減少している。その一方で、高齢者人口は、

昭和 35 年には 427 人であったが、平成 2年に 617 人、平成 17 年

に 784 人と年々増加してきたが、平成 27 年には 752 人となり、

減少の局面に入ったとみられる。また、当該地域の総人口に占め

る高齢者の割合は、昭和 35 年の 9.9％から平成 27年には 46.9％

と年々増加している。 



 

３段落目 

 

 

 

 

 

 

産業別人口は、主に農林業及び養蚕を中心とした第 1次産業就

業人口比率が昭和 35 年に 65.9％であったが、木造住宅建設業及

びその関連産業が地域経済の中心を担い、平成 2年の第 2次産業

就業人口比率は 59.6％に達した。その後減少が続き、令和 2年に

は 43.5％となった。一方、地域外の企業への就業が進み、第 3次

産業就業人口比率が毎年増加しており、平成 27 年には 48.1％と

第 2次産業就業人口比率を上回った。 

産業別人口は、主に農林業及び養蚕を中心とした第 1次産業就

業人口比率が昭和 35 年に 65.9％であったが、木造住宅建設業及

びその関連産業が地域経済の中心を担い、平成 2年の第 2次産業

就業人口比率は 59.6％に達した。その後減少が続き、平成 27 年

には 47.6％となった。一方、地域外の企業への就業が進み、第 3

次産業就業人口比率が毎年増加しており、平成 27 年には 48.1％

と第 2次産業就業人口比率を上回った。 

表１－１ 

（１）人口の 

推移（国勢 

調査） 

図表 

 

 

 

 

  

（２）人口の 

 推移（住民 

 基本台帳） 

図表 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

（３）産業別 

 人口の動向 

図表 

 

  

＜過疎区域を 

合算した表＞ 

表１－１ 

（１）人口の 

推移（国勢 

調査） 

図表 

 

 

  

（２）人口の 

 推移（住民 

 基本台帳） 

図表 

 

  



 

 

 

 

 

  

（３）産業別 

 人口の動向 

図表 

 

 

 

  

＜過疎区域を 

含む市全体＞ 

表１－１ 

（１）人口の 

推移（国勢 

調査） 

図表 

 

  

（２）人口の 

推移（住民 

基本台帳） 

図表 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

（３）産業別 

人口の動向 

図表 

 

 

 

 

  

人口の見通し 

１段落目 

 

 

 

 

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来人口推計

（令和 5 年推計）」によると、本市の人口は、継続して減少傾向

で推移すると見込まれており、2040 年で 68,803 人、2050 年で

59,419 人となっている。これは平成 30 年推計時よりも下振れし

ており、2040 年（70,145 人）、2050 年（60,769 人）共に約 1,300

人のマイナス推計となっている。 

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来人口推計

（平成 30年推計）」によると、本市の人口は、継続して減少傾向

で推移すると見込まれており、2040 年で 70,145 人、2060 年で

51,595 人となっている。これは平成 25 年推計時よりも下振れし

ており、2040 年で約 4,000 人（74,148 人）、2060 年で約 6,600 人

（58,196 人）のマイナス推計となっている。 

２段落目 

 

また、年齢 3区分別人口の構成比は、2050 年で年少人口割合が

8.8%、老年人口割合が 43.6%を占めることが見込まれる。 

また、年齢 3区分別人口の構成比は、2060 年で年少人口割合が

約 1割、老年人口割合が約 4割を占めることが見込まれる。 



 

（４）関市の 

人口推計 

図表 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（３）市行財 

政の状況 

１段落目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政の状況については、表１－２（１）参考に示すとおり、市

町村合併前の財政力指数は、平成 15年度において関市が 0.70 で

あるのに対し、過疎地域では洞戸地域が 0.17、板取地域が 0.39、

武儀地域が 0.18、上之保が 0.15 と極めて脆弱であった。また、

市町村合併前の経常収支比率は、平成 15 年度において関市が

77.2%であるのに対し、過疎地域では洞戸地域、板取地域、武儀

地域の 3 地域において 80%を超えており、財政がかなり硬直して

いたといえる。しかしながら、平成 17 年 2 月の市町村合併によ

り、財政力指数は平成 22年度には 0.64、令和 5年度は 0.59 とな

り、関市全域としては下がっているものの、財政規模が拡大した

ことにより、過疎地域における財政状況は改善しているといえ

る。 

財政の状況については、表１－２（１）参考に示すとおり、市

町村合併前の財政力指数は、平成 15 年度において関市が 0.70 で

あるのに対し、過疎地域では洞戸地域が 0.17、板取地域が 0.39、

武儀地域が 0.18、上之保が 0.15 と極めて脆弱であった。また、

市町村合併前の経常収支比率は、平成 15 年度において関市が

77.2%であるのに対し、過疎地域では洞戸地域、板取地域、武儀

地域の 3 地域において 80%を超えており、財政がかなり硬直して

いたといえる。しかしながら、平成 17 年 2 月の市町村合併によ

り、財政力指数は平成 22年度には 0.64、令和元年度は 0.62 とな

り、関市全域としては下がっているものの、財政規模が拡大した

ことにより、過疎地域における財政状況は改善しているといえ

る。 



 

２段落目 

 

 

 

 

主要公共施設等の整備状況は、市町村合併前の平成 12 年度に

おいて、板取地域及び武儀地域の道路改良率が 50%未満と低い一

方、上之保地域では 67.8%と道路整備が比較的進んでいた。また、

水道普及率は板取地域が平成 12 年度で 20.5%と低かったが、その

後関市全域で水道の整備が進んだことから、令和 2年度末の関市

全域での水道普及率は 99.8%となっている。 

主要公共施設等の整備状況は、市町村合併前の平成 12 年度に

おいて、板取地域及び武儀地域の道路改良率が 50%未満と低い一

方、上之保地域では 67.8%と道路整備が比較的進んでいた。また、

水道普及率は板取地域が平成 12 年度で 20.5%と低かったが、その

後関市全域で水道の整備が進んだことから、令和元年度末の関市

全域での水道普及率は 99.8%となっている。 

表１－２ 

（１）市財政 

 の状況 

図表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

（２）主要公 

 共施設等の 

整備状況 

洞戸地域 

図表 

 

 

 

 

 

  

板取地域 

図表 

 

 

 

 

 

 

 

  

武儀地域 

図表 

 

  



 

 

 

 

 

  

上之保地域 

図表 

 

 

 

 

 

 

 

  

（４）地域の 

 持続的発展 

 の基本方針 

２段落目 

 

 

 

当該地域を将来に向けて持続・発展させていくために、岐阜県

過疎地域持続的発展方針に基づく「地域の持続」（交通体系・生

活環境の整備、生活サービスの確保・充実）及び「地域の発展」

（人材の育成・確保、産業の振興）の実現を目指し、「関市第５

次総合計画」（2018 年―2027 年）及び「関市第５次総合計画・後

期基本計画」（2023 年―2027 年）に掲げる次のまちづくりの政策

に取り組んでいく。 

当該地域を将来に向けて持続・発展させていくために、岐阜県

過疎地域持続的発展方針に基づく「地域の持続」（交通体系・生

活環境の整備、生活サービスの確保・充実）及び「地域の発展」

（人材の育成・確保、産業の振興）の実現を目指し、「関市第５

次総合計画」（2018 年―2027 年）に掲げる次のまちづくりの政策

に取り組んでいく。 



 

③ 「まち」 

を共に創る 

３段落目 

 

 

そのほか、地域において自分らしくありのままで暮らせる共生

社会の実現や、若者や女性がいきいきと活躍できる環境づくり、

地域において気軽にスポーツを楽しめるようスポーツに関する

ソフト・ハード環境の整備、民俗や伝統行事の保存等人とまちの

魅力を育む文化の振興など、地域づくり及び協働の推進を図る。 

そのほか、地域において自分らしくありのままで暮らせる共生

社会の実現や、地域において気軽にスポーツを楽しめるようスポ

ーツに関するソフト・ハード環境の整備、民俗や伝統行事の保存

等人とまちの魅力を育む文化の振興など、地域づくり及び協働の

推進を図る。 

⑤ 安心な 暮 

らし を守る 

３段落目 

そのほか、地域における交通安全や防犯意識の向上、公害防止

やまちの美化の推進、脱炭素社会の実現に向けた取組の推進な

ど、防災及び生活環境の充実を図る。 

そのほか、地域における交通安全や防犯意識の向上、公害防止

やまちの美化の推進など、防災及び生活環境の充実を図る。 

⑦ 持続可能 

 な行財政運 

 営を行う 

３段落目 

 

そのほか、経営の視点に立った行政運営の推進や、効率を高め

るＩＣＴの高度利用の推進、さらには地域課題の解決につながる

デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進、地域の活

力の維持向上のために枠組みを超えた広域連携の推進など、行財

政及び人口対策の視点で地域の持続を図る。 

そのほか、経営の視点に立った行政運営の推進や、効率を高め

るＩＣＴの高度利用の推進、地域の活力の維持向上のために枠組

みを超えた広域連携の推進など、行財政及び人口対策の視点で地

域の持続を図る。 

（５）地域の 

 持続的発展 

のための基 

本目標 

２段落目 

前述の「人口の見通し」のとおり、国立社会保障・人口問題研

究所の将来人口推計によれば、本市の将来人口は、2030 年（令和

12 年）には 77,711 人、2050 年（令和 32 年）には、59,419 人に

なると推計されている。 

前述の「人口の見通し」のとおり、国立社会保障・人口問題研

究所の将来人口推計によれば、本市の将来人口は、2025 年（令和

7年）には 82,874 人、2060 年（令和 42 年）には、51,595 人にな

ると推計されている。 

３段落目 

 

 

 

一方、令和 5 年 3 月策定の「関市人口ビジョン（改訂版）」に

おける目指す人口の将来展望では、子育て環境の整備等により、

合計特殊出生率を向上させるとともに、若年層の市外への流出を

抑制することで、長期的に人口減少を抑制し、2070 年（令和 52

年）の人口約 40,000 人を目指すとされている。 

一方、令和 2 年 3 月策定の「関市人口ビジョン（改訂版）」に

おける目指す人口の将来展望では、移住定住の推進や子育て環境

の整備など、人口減少対策の取組を進めることで、2060 年（令和

42 年）の人口 64,000 人を目指すとされている。 

「 

」 



 

４段落目 

 

この将来展望に基づき、本計画の最終年である令和 12 年度末

の目標人口を 77,356 人と定める。 

この将来展望に基づき、本計画の最終年である令和 7年度末の

目標人口を 85,284 人と定める。 

参考 将来人 

 口推計と目 

指す人口の 

将来展望と 

の比較 

図表 

 

 

 

 

 

 

 

  

（７）計画期 

 間 

１段落目 

計画期間は、令和 8年 4月 1日から令和 12年 3月 31 日までの

5年間とする。 

 

計画期間は、令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31 日までの 5

年間とする。 

（８）公共施 

設等総合管 

理計画との 

整合 

２段落目 

急速な少子高齢化の進展による社会保障費の増加など地方財

政が厳しさを増すなか、長期的な視点をもって、公共施設の維持

管理、更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行うことにより、

財政負担を軽減、平準化するとともに、公共施設の最適な配置を

実現させるために、「関市公共施設等総合管理計画」を平成 28年

急速な少子高齢化の進展による社会保障費の増加など地方財

政が厳しさを増すなか、長期的な視点をもって、公共施設の維持

管理、更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行うことにより、

財政負担を軽減、平準化するとともに、公共施設の最適な配置を

実現させるために、「関市公共施設等総合管理計画」を平成 28 年



 

 3 月に策定し、令和 4 年 3 月に改定した。この管理計画における

基本的な考え方は、以下のとおりである。 

3 月に策定した。この管理計画における基本的な考え方は、以下

のとおりである。 

① 点検・診 

 断等の実施 

１段落目 

現状行っている定期点検を引き続き適切に行うとともに、財産

管理所管課において実施結果を蓄積することで、点検・診断等の

状況を一元的に把握する。 

定期的、計画的に公共施設の点検・診断を実施し、データの蓄

積やその結果を踏まえて適切な対応を行うことで、施設の劣化を

未然に防ぐ。 

③ 安全確保 

 の実施 

１段落目 

点検・診断等により危険性が認められた公共施設等について、

ソフト・ハードの両面から安全を確保する。 

 

施設の点検、診断等により施設状況を的確に把握するととも

に、適切な維持管理を行うことで安全性の確保を図る。 

２段落目 

 

 

 

 

安全の確保にあたっては、災害拠点かどうか、多数の住民の利

用がある施設であるかどうかなどの視点から、対応の優先度を検

討する。また、経年劣化による外壁の崩落などの危険性が高い施

設については、不慮の事故に繋がらないよう緊急の修繕等の措置

をとるなど、適切な処置を講じる。 

そのなかで、特に危険性が高いと認められた施設については、

使用の停止や応急的な修繕を行うなど適切に対応するとともに、

その後の利用について、必要性や利用状況等を見極めながら廃止

や修繕、移転、更新等の検討を行う。 

④ 耐震化の 

 実施 

１段落目 

本市では、耐震化を順次進めており、未耐震施設については速

やかに耐震化が行われるように努める。 

耐震化が実施されていない施設については、施設の必要性や重

要性、老朽度等を判断したうえで、優先順位に配慮しながら早急

に更新や統廃合等、または補強による耐震化を実施する。 

⑤ 長寿命化 

 の実施 

１段落目 

 

長寿命化については、予防保全を基本とした定期的な点検や診

断、施設の重要性等を考慮した計画的な維持管理、更新に努める

とともに、公共施設ごとの耐用年数到来年度を把握して公共施設

の更新時期を把握し、適切な改修を行う。 

長寿命化については、予防保全を基本とした定期的な点検や診

断、施設の重要性等を考慮した計画的な維持管理、更新、さらに

は更新の際の長寿命化製品への切り替えなどの実施により、安全

性の確保及びライフサイクルコストの縮減に努める。 

⑥ ユニバー 

サルデザイ 

 ン化の推進 

⑥ ユニバーサルデザイン化の推進 

公共施設や歩道等について、改修や新設を行う際は、誰もが利

用しやすい観点から、バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化

（新規） 



 

見出し及び１ 

段落目 

に努める。 

 

⑦ 統合や廃 

止の推進 

見出し及び１ 

段落目 

 

 

 

⑦ 統合や廃止の推進 

今後、基本的には公共施設の新規整備を行わないこととし、全

市域が利用対象となる施設と地域（学校区）で利用される施設、

さらには地域より小さいコミュニティ単位で利用される施設を

区分して考える３階層マネジメントを適用し、施設の配置状況、

利用状況、老朽度、類似施設の有無等を考慮して、公共施設を総

合的に評価したうえで、統廃合を検討する。 

⑥ 統合や廃止の推進 

今後、基本的には公共施設の新規整備を行わないこととし、全

市域が利用対象となる施設と地域（学校区）で利用される施設、

さらには地域より小さいコミュニティ単位で利用される施設を

区分して考える３階層マネジメントを適用し、施設の配置状況、

利用状況、老朽度、類似施設の有無等考慮して、公共施設を総合

的に評価したうえで、統廃合を検討する。 

⑧ 総合的か 

つ計画的な 

管理を実現 

するための 

体制の構築 

見出し 

⑧ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築 ⑦ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築 

２ 移住・定 

住・地域間 

交流の促進、 

人材育成 

（１）現況と 

 問題点 

１段落目 

過疎地域では、昭和 35 年には人口が 17,430 人であったが、令

和 2年には人口が 6,890 人と、60年間で 60.5%も減少しており、

人口減少が著しく進む過疎地域にあって、移住定住を推進し、外

部からの活力を導入することは、将来の地域を築くための大切な

要因であるといえる。 

過疎地域では、昭和 35年には人口が 17,430 人であったが、平

成 27年には人口が 7,932 人と、55年間で 54.5%も減少しており、

人口減少が著しく進む過疎地域にあって、移住定住を推進し、外

部からの活力を導入することは、将来の地域を築くための大切な

要因であるといえる。 

２段落目 また、過疎地域の総人口に占める 65 歳以上の者の高齢者比率 また、過疎地域の総人口に占める 65 歳以上の者の高齢者比率 



 

 

 

 

は、昭和 35年には 10.5%であったが、令和 2年には 49.4%と比率

が大幅に高まっており、若者を地域に呼び込むための施策が求め

られるところである。 

は、昭和 35 年には 10.5%であったが、平成 27 年には 43.9%と比

率が大幅に高まっており、若者を地域に呼び込むための施策が求

められるところである。 

（２）その対 

 策 

２段落目 

そのほか、関市を第二の故郷として応援するためのコミュニテ

ィ「せきファンクラブ」を運営し、地域の魅力を伝えることで、

地域の交流人口及び関係人口を増やす。 

（新規） 

（３）計画 

事業計画 

図表 

  

３ 産業の振 

 興 

（１）現況と 

過疎地域の総面積に占める経営耕地面積はわずか 0.4％に過ぎ

ず、零細経営規模となっている。また、第 2種兼業農家がそのほ

とんどを占め、農家数は年々減少している。 

過疎地域の総面積に占める経営耕地面積はわずか 0.7％に過ぎ

ず、零細経営規模となっている。また、第 2種兼業農家がそのほ

とんどを占め、農家数は年々減少している。 



 

 問題点 

① 農業 

１段落目 

 

 

 

② 林業 

１段落目 

 

 

 

 

過疎地域の総面積に占める森林面積の割合は 93.9％となって

いる。豊富な森林資源を有し、多様な木材供給が可能であるにも

かかわらず、木材価格の低迷により、林業は衰退し、さらに、林

業従事者の減少、不在地主の増加など、森林の荒廃が進んでいる。

また、当該地域の保有山林規模は零細で、林業の担い手あるいは

後継者不足により林業生産額は低下している。 

過疎地域の総面積に占める森林面積の割合は 93.1％となって

いる。豊富な森林資源を有し、多様な木材供給が可能であるにも

かかわらず、木材価格の低迷により、林業は衰退し、さらに、林

業従事者の減少、不在地主の増加など、森林の荒廃が進んでいる。

また、当該地域の保有山林規模は零細で、林業の担い手あるいは

後継者不足により林業生産額は低下している。 

（３）計画 

事業計画 

図表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

（４）産業振 

興促進事項 

（ⅰ）産業振 

興促進区域 

及び振興す 

べき業種 

図表 

  

（ⅱ）当該業 

種の振興を 

促進するた 

めに行う事 

業の内容 

１段落目 

製造業においては、地場産業を支える担い手確保対策や、地場

産品の販売促進とＰＲ事業を展開することで、振興促進を図る。

情報サービス業等においては、市内のどこでも快適な情報通信サ

ービスが提供され、過疎地域であっても積極的にＩＣＴが利用で

きるよう情報インフラ設備を保守し、地域の情報基盤の維持に努

める。農林水産物等販売業においては、地域特産品のゆず、キウ

イ、しいたけ、水など個性ある地域産業をＰＲし、ブランドの確

製造業においては、地場産業を支える担い手確保対策や、地場

産品の販売促進とＰＲ事業を展開することで、振興促進を図る。

情報サービス業等においては、市内のどこでも快適な情報通信サ

ービスが提供され、過疎地域であっても積極的にＩＣＴが利用で

きるよう情報インフラ整備を進め、地域の情報基盤の整備を進め

る。農林水産物等販売業においては、地域特産品のゆず、キウイ、

しいたけ、水など個性ある地域産業をＰＲし、ブランドの確立と



 

立と販路拡大を支援する。旅館業においては、過疎地域内の地域

資源を活かした観光ネットワークを構築し、農業体験などのコン

テンツを充実させて観光振興を図ることで、宿泊者数の増加につ

なげる。 

販路拡大を支援する。旅館業においては、過疎地域内の地域資源

を活かした観光ネットワークを構築し、農業体験などのコンテン

ツを充実させて観光振興を図ることで、宿泊者数の増加につなげ

る。 

４ 地域にお 

ける情報化 

（１）現況と 

 問題点 

１段落目 

携帯電話及びブロードバンドサービスの通信設備は共に整備

済みであるが、人口減少によって契約者が漸減することで、民間

事業者によるサービス提供地域の縮小や地域からの撤退の恐れ

がある。サービスの提供を維持するため、移住者対策や企業誘致

により、通信設備保全に係る費用対効果を一定水準に保つ必要が

ある。そのほか、整備は完了しているものの、防災無線の老朽化

が課題となっている。 

昨今、新型コロナウィルス感染症対策や働き方改革の一環とし

て、テレワークが推奨されるようになり、また、学校教育におい

ては、ＧＩＧＡスクール構想により、児童生徒を対象に１人１台

のタブレット端末の配備を進めるなど、過疎地域においても通信

環境の整備が必須となっており、高速かつ大容量の通信ネットワ

ークのインフラ整備が求められている。 

２段落目 また、過疎地域はテレビの難視聴地域であり、上之保地域以外

は、地域コミュニティが運営する共聴組合の共同受信設備に依存

している。テレビは基本的な情報インフラの一つであり、災害時

には情報を取得する有力な手段であるが、各受信設備は地上デジ

タル放送開始時以降の設備改修が進んでおらず、老朽化が課題で

ある。 

過疎地域における防災無線のデジタル化などの基幹的な整備

は完了しているものの、携帯電話の難聴地域が一部残っているこ

とから、難聴地域の完全な解消が課題となっている。 

（２）その対 

 策 

１段落目 

 

 

地理的条件の不利や各分野における人材不足を補う観点から

も、産業、交通、医療、福祉、教育、防災、地域づくりなど様々

な分野で先進的な情報技術の活用の実現を図るため、振興山村地

域にある携帯電話網やブロードバンド施設の維持管理を継続し、

ＩＣＴ活用を推進するための企業及び人材の充実を図る。 

過疎地域にあるブロードバンド施設を改修し、高速かつ大容量

の通信が可能となるよう整備する。携帯電話の難聴地域の解消の

ため、民間通信事業者の理解と参画を求めることで、住民の通信

手段の確保を図る。 



 

２段落目 

 

また、共聴組合が運営するテレビ放送の共同受信設備の更新や 

ケーブルテレビへの転換など、テレビ視聴環境の維持に務める。 

（新規） 

３段落目 

 

そのほか、老朽化が進んだ防災無線の施設及び設備の更新を進

める。 

（新規） 

（３）計画 

事業計画 

図表 

  

５ 交通施設 

の整備、交 

通手段の確 

 保 

（１）現況と 

問題点 

１段落目 

東海北陸自動車道が本市の中心部を南北に走り、さらに東海環

状自動車道が東西に延び、平成 21 年 4 月には関広見ＩＣまで、

令和 2年 3月には山県ＩＣまで、令和 7年 8月には大野神戸ＩＣ

まで延伸したことにより、洞戸地域及び板取地域と他都市や大都

市圏を結ぶ道路網がより充実した。 

 

 

東海北陸自動車道が本市の中心部を南北に走り、さらに東海環

状自動車道が東西に延び、平成 21 年 4 月には関広見ＩＣまで、

令和 2年 3月には山県ＩＣまで延伸したことにより、洞戸地域及

び板取地域と他都市や大都市圏を結ぶ道路網がより充実した。 

（３）計画 

事業計画 

図表 

  



 

  

６ 生活環境 

の整備 

（１）現況と 

問題点 

１段落目 

上水道では、市町村合併によるスケールメリットを活かすため

に、平成 29 年に簡易水道を統合し、過疎地域における水道事業

の安定化及び効率化を進めてきたが、水道管や施設の老朽化が課

題となっている。 

 

上水道では、市町村合併によるスケールメリットを活かすため

に、平成 29 年に簡易水道施設を統合し、過疎地域における水道

事業の安定化及び効率化を進めてきたが、水道管や施設の老朽化

が課題となっている。 



 

３段落目 

 

 

 

 

消防では、過疎地域における消防団員数が令和 7 年度では 228

人と年々減少傾向にある。また、消防自動車 18 台を配備してい

るが、車両の老朽化が進んできた。常備消防は、各地域にそれぞ

れ出張所を配置し、防災、防火及び救急業務に対処しているが、

若者の流出による地域の防災力低下などが課題である。 

消防では、過疎地域における消防団員数が令和 3 年度では 285

人と年々減少傾向にある。また、消防自動車 25 台を配備してい

るが、車両の老朽化が進んできた。常備消防は、各地域にそれぞ

れ出張所を配置し、防災、防火及び救急業務に対処しているが、

若者の流出による地域の防災力低下などが課題である。 

５段落目 

 

そのほか、近年は過疎地域におけるガソリンスタンドの廃業な

どが続き、給油所の確保が課題として挙げられる。 

（新規） 

参考 過疎地 

域の消防団 

員数の推移 

図表 

 

  

（２）その対 

 策 

５段落目 

ガソリンスタンドの廃業などにより、燃料の供給が困難な地域

においては、生活に支障をきたさないよう給油所の確保を図る。 

 

（新規） 

（３）計画 

事業計画 

図表 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

７ 子育て環 

境の確保、 

高齢者等の 

保健及び福 

祉の向上及 

び増進 

（１）現況と 

 問題点 

１段落目 

急速な高齢化の進行により、過疎地域の高齢者は 3,405 人、高

齢化率は 49.4％（令和 2年国勢調査）となっている。また過疎地

域の人口は、昭和35年から令和2年までの60年間に人口が60.5％

減少するとともに、人口に占める高齢者の割合は年々増加してい

る。今後、生きがいと活力に満ちた長寿社会を形成するため、保

健及び福祉の充実と高齢者の能力活用は、非常に重要な課題とな

っている。 

 

急速な高齢化の進行により、過疎地域の高齢者は 3,486 人、高

齢化率は 43.9％（平成 27 年国勢調査）となっている。また過疎

地域の人口は、昭和 35 年から平成 27 年までの 55 年間に人口が

54.5％減少するとともに、人口に占める高齢者の割合は年々増加

している。今後、生きがいと活力に満ちた長寿社会を形成するた

め、保健及び福祉の充実と高齢者の能力活用は、非常に重要な課

題となっている。 

参考 高齢者 

人口と高齢 

  



 

化率の推移 

図表 

 

 

 

 

 

  

（２）その対 

 策 

１段落目 

 

 

 

 

 

高齢者は、地域づくりの貴重な担い手としての役割を果たして

おり、高齢者の知恵と経験を活かした観光振興、農林業振興、伝

統の食文化によるスモールビジネスと生きがいづくりを促進す

る。また、一人暮らしの高齢者や高齢者世帯が、住み慣れた地域

で安心して自立した生活を送れるよう、身近な市民団体、地域委

員会などが安否確認となる見守りや引きこもりを防ぐ支援体制

を充実するとともに、全世代の交流拠点として福祉センターの機

能充実を図る。 

高齢者は、地域づくりの貴重な担い手としての役割を果たして

おり、高齢者の知恵と経験を活かした観光振興、農林業振興、伝

統の食文化によるスモールビジネスと生きがいづくりを促進す

る。また、一人暮らしの高齢者や高齢者世帯が、住み慣れた地域

で安心して自立した生活を送れるよう、身近な市民団体、地域委

員会などが安否確認となる見守りや引きこもりを防ぐ支援体制

を充実するとともに、高齢者の交流拠点である福祉センターの機

能充実を図る。 

３段落目 

 

 

当該地域の少子化はさらに進行すると考えられるが、他園との

交流を図ることで、子どもの発育を促し、地域の中で安心して子

育てができるよう園舎やバスを整備するとともに、過疎地域なら

ではの自然を活かした快適な保育環境を整える。 

当該地域の少子化はさらに進行すると考えられるが、地域の中

で安心して子育てができるよう園舎やバスを整備するとともに、

過疎地域ならではの自然を活かした快適な保育環境を整える。 

（３）計画 

事業計画 

図表 

  



 

   

８ 医療の確 

 保 

（１）現況と 

問題点 

１段落目 

過疎地域には、国民健康保険診療所として洞戸地域に洞戸診療

所、板取地域に板取診療所が配置され、武儀地域及び上之保地域

には、両地域を統合した津保川診療所が武儀地域に配置されてい

る。洞戸診療所と板取診療所は、市の職員として医師を確保し、

津保川診療所は、指定管理者制度により医師を確保している。 

医療施設は、洞戸診療所、板取診療所、津保川診療所の国民健

康保険診療所が３箇所ある。洞戸診療所と板取診療所は、市の職

員として医師を確保し、津保川診療所は、指定管理者制度により

医師を確保している。 

（３）計画 

事業計画 

図表 

  

９ 教育の振 

 興 

（１）現況と 

問題点 

① 学校教育 

１段落目 

過疎地域の小学校では、児童数は年々減少を続けているなか、

令和3年度に武儀東小学校と武儀西小学校が再編し「武儀小学校」

となった。また、令和 8年度には板取小学校が閉校し洞戸小学校

に再編されることが、令和 9年度には上之保小学校が閉校し武儀

小学校に再編されることが決定しており、過疎地域の小学校は 2

校となる。 

過疎地域の小学校では、児童数は年々減少を続けているなか、

令和 3年度に武儀東小学校と武儀西小学校が統合し「武儀小学校」

となり、そのほかに洞戸小学校、板取小学校及び上之保小学校の

全 4校がある。 



 

２段落目 

 

 

中学校においても、平成 28 年度に、洞戸中学校と板取中学校

が再編し「板取川中学校」に、また、武儀中学校と上之保中学校

が再編し「津保川中学校」となり、学校の小規模化が進むことで、

社会生活への適応や学力等における影響が危惧されることから、

一定の規模を保てるよう再編を進めてきたところである。 

中学校においても、平成 28 年度に、洞戸中学校と板取中学校

が統合し「板取川中学校」に、また、武儀中学校と上之保中学校

が統合し「津保川中学校」となり、学校の小規模化が進むことで、

社会生活への適応や学力等における影響が危惧されることから、

一定の規模を保てるよう統合を進めてきたところである。 

参考 過疎地 

 域の小中学 

校の児童生 

徒数の推移 

小学校 

図表 

 

  

中学校 

図表 

 

 

 

 

 

 

  



 

（２）その対 

 策 

① 学校教育 

１段落目 

各地域に整備されている校舎の延命を図ることにより、児童生

徒が身近な地域で安心して教育を享受できる環境を継続する。 

各地域に整備されている校舎の延命を図ることにより、児童生

徒が身近な地域で安心して教育を享受できる環境を継続する。教

育環境の向上を図るために照明設備のＬＥＤ化などの施設改修

を順次実施する。 

２段落目 また、学校再編により通学が不便にならないよう、スクールバ

スを整備する。 

また、学校統合により通学が不便にならないよう、スクールバ

スを整備する。 

③ 生涯スポ 

ーツ 

２段落目 

また、誰もが手軽に施設を利用できるよう公共施設予約システ

ムの更なる利便性を図る。 

 

また、公共施設予約システムの導入により、誰もが手軽に施設

を利用できるよう手続の簡便化を図る。 

（３）計画 

事業計画 

図表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

１０ 集落の 

整備 

（３）計画 

事業計画 

図表 

 

 

１１ 地域文 

化の振興等 

（３）計画 

事業計画 

図表 

  



 

１２ 再生可 

能エネルギ 

ーの利用の 

推進 

（１）現況と 

問題点 

１段落目 

過疎地域では、森林面積が総面積の 93.9%を占めており、広大

で美しく豊かな自然環境に恵まれた地域であることから、この自

然を活かすことにより、環境意識の高い再生可能な新エネルギー

の導入が期待されている。 

過疎地域では、森林面積が総面積の 93.1%を占めており、広大

で美しく豊かな自然環境に恵まれた地域であることから、この自

然を活かすことにより、環境意識の高い再生可能な新エネルギー

の導入が期待されている。 

（２）その対 

 策 

１段落目 

エネルギーの安全性や効率性を見据える一方で、地域の景観を

損ねることのないように配慮をしつつ、中小水力発電などの過疎

地域の自然特性を活かした再生可能エネルギーの活用を検討す

る。 

エネルギーの安全性や効率性を見据える一方で、地域の景観を

損ねることのないように配慮をしつつ、バイオマスなどの過疎地

域の自然を活かした再生可能エネルギーの活用を検討する。 

１３ その他 

地域の持続 

的発展に関 

し必要な事 

 項 

（１）現況と 

問題点 

① 住民連携 

 による地域 

課題への取 

組み 

見出し 

住民連携による地域課題への取組 

 

① 住民連携による地域課題への取組み 



 

② 河川合流 

 点の整備 

見出し及び１ 

段落目 

（削除） ② 河川合流点の整備 

本市に大きな被害をもたらした平成 30 年 7 月豪雨は、まだ市

民の記憶に新しいところではあるが、被害が甚大であった上之保

地域内の津保川と小那比川の合流地点においては、洪水が発生し

やすい状況であったことから、形状是正を行う必要がある。 

（２）その対 

 策 

① 住民連携 

 による地域 

 課題への取 

 組み 

見出し 

住民連携による地域課題への取組 ① 住民連携による地域課題への取組み 

② 河川合流 

 点の整備 

見出し及び１ 

段落目 

（削除） ② 河川合流点の整備 

上之保地域内の津保川と小那比川の合流地点においては、洪水

を防ぐための形状是正を行い、その是正後の旧河道敷地につい

て、地域の住民が活用できるよう整備を行う。 

（３）計画 

事業計画 

図表 

  



 

１４ 事業計 

画 過疎地 

域持続的発 

展特別事業 

分（再掲） 

事業計画 

図表 

  



 

  

 


